
 

  

第第一一市市街街地地整整備備事事務務所所のの事事業業  

 

((11))  既既成成市市街街地地再再整整備備土土地地区区画画整整理理事事業業  

既成市街地の周辺及び木造住宅密集地域等において、道路・公園等の都市基盤の整備を図り、

良好な生活環境の確保や防災性の向上を図る。 

   〔施行中地区〕 

○六町地区          平成10年 3月～令和10年 3月 約69.0ha 

   〔清算手続中地区〕 

○西瑞江地区         平成 8年 3月 換地処分公告 

○瑞江駅南部地区       平成17年 3月 換地処分公告 

○花畑北部地区        平成29年 3月 換地処分公告 

○篠崎駅東部地区       平成30年 3月 換地処分公告 

○瑞江駅西部地区       令和 2年 2月 換地処分公告 

 

((22))  臨臨海海部部開開発発事事業業  

臨海副都心の一角に位置している有明北地区と、その関連地域である豊洲、晴海地区におい

て、大街区方式土地区画整理事業により臨海部広域幹線道路の整備を行うとともに、関連する

道路の拡幅及び橋梁整備を行う。 
   〔土地区画整理事業〕 
     ○豊洲地区          令和元年 6月 換地処分公告 

     ○有明北地区         令和元年 8月 換地処分公告〔清算手続中〕 
○晴海地区          平成28年 1月 換地処分公告 

   〔街路事業〕 

○放射第34号線（築地地区）  平成 4年 3月～平成30年 3月 約0.7Km 
○補助第315号線（富士見橋）  平成18年 9月～平成30年 9月  約0.2Km 
                      （ 供用開始） 

 
((33))  晴晴海海五五丁丁目目西西地地区区第第一一種種市市街街地地再再開開発発事事業業（（選選手手村村整整備備））  

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業により、東京2020大会後のレガシーとなるまちづ

くりを行っている。 
      ○晴海五丁目西地区      平成28年 4月～令和 8年 3月 約18ha 

 
((44))  特特定定整整備備路路線線等等整整備備事事業業 

市街地の延焼を遮断し、避難や救援活動の空間ともなる、防災上、効果の高い主要な都市計

画道路の整備を推進する。そのため、路線を指定し、関係権利者に対して、生活再建等のため

の特別の支援を行う新たな制度（特定整備路線）を構築することにより、都施行の都市計画道

路の整備を加速する。 

      ○補助第29号線（戸越公園駅周辺地区） 

○補助第46号線（目黒本町地区、原町・洗足地区） 
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      ○補助第120号線（鐘ヶ淵地区） 

 

((55))  ままちちづづくくりり手手法法をを活活用用ししたた道道路路整整備備  

区部環状方向の幹線道路である環状第４号線の未整備区間（高輪地区）について、早期の事

業化に向けて取組む。 

 
((66))  築築地地ままちちづづくくりり  

築地地区まちづくりの本格的整備に先立って各段階の整備に向けて埋蔵文化財調査、土壌汚

染調査等を戦略的に進める。 
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土土地地区区画画
整整理理事事業業

市市街街地地再再
開開発発事事業業

当当事事務務所所施施行行 当当事事務務所所施施行行区区域域

  街路事業

当当事事務務所所施施行行区区域域他他事事務務所所施施行行

臨臨 海海 部部 開開 発発 事事 業業・・晴晴海海五五丁丁目目西西地地区区第第一一種種市市街街地地再再開開発発事事業業

補助第３１４号

晴晴海海四四・・五五丁丁目目地地区区

豊豊洲洲地地区区

有有明明北北地地区区

有明北橋 木木遣遣りり橋橋

豊洲大橋
晴海大橋

富富士士見見橋橋

補助第３１５号線

放射第３４号線支線１

環状第２号線
放射第３４号線支線１

環状第２号線

晴晴海海五五丁丁目目西西地地区区
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都都施施 行行土土地地 区区画画整整 理理事事業業 のの 流流れれ  
 

土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質

の変更や道路、公園等の公共施設の新設・変更を行い、健全な市街地を造成して公共の福祉を増進

する事業である。 

 

(( 11))   事事業業計計画画及及びび施施行行規規程程  

都道府県、市町村等が土地区画整理事業を施行する場合は、土地区画整理事業に関する都市

計画の決定を行う。また、事業実施に先立ち、事業計画を決定し、都条例で施行規程を定める。

事業計画では、施行地区、設計の概要、施行期間、及び資金計画を定めるが、その際、公衆の

縦覧に供し、利害関係者が意見書を提出できる機会を設けることとされている。意見書に関す

る手続が終わった後、設計の概要について国土交通大臣の認可を得、決定する。施行規程では、

事業の名称、施行地区、土地区画整理審議会、その他必要事項を定めており、都議会の議決に

より決定する。 

 

(( 22))   土土地地区区画画整整理理審審議議会会及及びび評評価価員員  

 土地区画整理事業は、区域内の土地の権利に係る事項が多く、関係権利者の意向を事業に反

映させるため、土地区画整理審議会を設置することが定められている。 
 この土地区画整理審議会は、土地所有者、借地権者及び学識経験者の委員により構成され、

換地計画、仮換地の指定、減価補償金に関する事項について審議する。このうち、特別な換地

を定める場合や評価員の選任等に当たっては、土地区画整理審議会の同意が必要とされている。 
 また、施行者は、換地計画における土地評価、清算金、減価補償金、権利価額等について、

知事が選任した評価員の意見を聴かなければならないとされている。 

 

(( 33))   換換地地設設計計  

 施行前の宅地に代わるべき換地の位置、地積及び形状は、換地設計を行い定める。換地設計

案の作成に当たっては、土地区画整理審議会に諮り関係権利者に発表し、関係権利者から意見

書が提出された場合は、土地区画整理審議会の意見を聴いた上で採否を決定し、換地設計に必

要な修正を行うことにより、地区全体の換地設計を決定する。 

 

(( 44))   仮仮換換地地のの指指定定  

仮換地の指定は、換地処分を行う前に、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更に係

る工事のために必要がある場合、又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に、

施行前の宅地に代わって仮に使用収益することのできる土地を指定する処分であり、関係権利

者に対し、仮換地の位置、地積、仮換地の指定の効力発生の日を通知して行う。 
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(( 55))   建建物物等等のの移移転転及及びび補補償償  

 建物等の移転は、仮換地の位置、形状、建物の規模等から、移転工法、移転順序などを検討

し、合理的な移転計画をたて実施する。移転は、関係権利者が自ら行うのが一般的であるが、

施行者が建物等を移転する場合もある。施行者は関係権利者に対し、移転に要する費用やそれ

に伴って通常生じる損失等について補償をする。 

 

(( 66))   工工事事施施工工  

 事業計画に基づき、道路、公園等の公共施設の整備及び宅地の造成工事などを行う。また、

道路整備に合わせ、水道管、下水道管、ガス管、電線共同溝（CC-BOX）などの地下埋設物や電

柱、街路灯等の路上施設を設置する。公園予定地については、将来管理者に引き継いだ後、管

理者が設備、植栽等の工事を行う。 

 

(( 77))   換換地地計計画画  

換地計画に係る区域の工事が概ね完了した時点で、①換地設計（換地図）、②各筆換地明細、

③各筆各権利別清算金明細、④保留地その他の特別の定めをする土地の明細等からなる換地計

画を定める。 

換地計画を定める際には、作成した換地計画案を土地区画整理審議会に諮り、公衆の縦覧に

供するが、その際、利害関係者から意見書が提出された場合は、土地区画整理審議会の意見を

聴いた後、採択された意見については換地計画に必要な修正を行う。軽微な修正を除く修正部

分については、再度公衆の縦覧に供する必要がある。 

 

(( 88))   換換地地処処分分及及びび登登記記  

 換地処分は、換地計画において定められた関係事項（換地の位置、地積、清算金等）を関係

権利者に通知して行う。関係権利者への通知が完了した時点で換地処分があった旨の公告を行

い、公告があった日の翌日から、施行前の宅地にあった諸権利は換地計画に定められた土地に

移行する。 
施行者は、施行後の土地・建物の登記を嘱託により行う。 

 

(( 99))   清清算算金金及及びび減減価価補補償償金金  

施行前後の宅地及び換地相互間に不均衡が生じた場合は、これを是正するため、清算金の徴

収・交付を行う。また、施行後の宅地の総価額が施行前の宅地の総価額より減少した場合は、

差額に相当する金額を減価補償金として、施行前の宅地の権利価額に応じて権利者に交付する。 
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関 係 権 利 者 （ 住 民 ） 審 議 機 関

まち づ く りに対す る 意 見 都 市 計 画 地 方 審 議 会

▲土地区画整理施行区域の決定

縦覧
　

事業 計 画に対す る 意見
都 市 計 画 審 議 会

都 議 会

意見 ▲施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画

土 地 区 画 整 理 審 議 会

委 員 の 選 挙
土地区画整理審議会の同意

発表

換地 設 計に対す る 意見
土 地 区 画 整 理 審 議 会

の 意 見 ・ 同 意

▲公共施設の配置計画に合わせ個々の宅地配置を決める

通知
土地区画整理審議会の意見

▲将来換地とされる土地の位置、範囲を指定

補償

縦覧

換地 計 画に対す る 意見
土地区画整理審議会の意見

評 価 員 の 意 見

意見 ▲従前後の土地権利関係を整理し清算金等の額を定める

▲従前の宅地上の権利が換地上に移行

　　　　　　　　　　　　　　　

▲施行者が土地・建物の登記をまとめて実施

清算 金 等 の納 付 ・ 受領

▲換地による各地権者間の不均衡是正のための金銭清算

　

施 行 者 （ 東 京 都 ）

都 市 計 画 の 決 定

事 業 計 画 ・ 施 行 規 程 の 決 定

土 地 区 画 整 理 審 議 会 の 設 置
評 価 員 の 選 任

換 地 設 計

従前 地の使用 収益 停止

仮換 地の使用 収 益開 始

建 物 等 の 移 転

仮 換 地 の 指 定

移 転 ・ 補 償 ・ 工 事 の 実 施

事 業 の 完 了

▲仮換地の指定を受け、建物移転等を実施

▲道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施

　

換 地 計 画 の 決 定

換 地 処 分 の 通 知 ・ 公 告

土 地 ・ 建 物 の 登 記

清 算 金 等 の 徴 収 ・ 交 付
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